
【第一部】 13：30～14：35 （65分）

・ 男 女 雇 用 機 会 均 等 法 等 の 派 遣 労 働 者 へ の 適 用 に つ い て

・ 派 遣 労 働 者 と 労 働 基 準 法 等 の 適 用 に つ い て

・ 外 国 人 在 留 支 援 セ ン タ ー の 紹 介

【第二部】 14：45～15：45 （60分）

・ 派 遣 労 働 者 を 適 正 に 受 1 け 入 れ る た め に

派遣先事業主・責任者研修会



東京労働局 雇用環境・均等部 指導課

TEL：03-3512-1611

男女雇用機会均等法等の
派遣労働者への適用について



1 . 法律のあらまし（男女雇用機会均等法／育児・介護休業

法／労働施策総合推進法）

2. 派遣先への適用

3. ３つのハラスメント対策

4. 妊娠・出産、育児休業等を理由とする不利益取扱いの禁

止

5. 派遣労働者の産休・育休

6. 法改正の動き



１ .法律のあらまし

① 募集・採用、配置、昇進等における性別を理由とする差別の禁止

② 婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止

③ セクシュアルハラスメント対策

④ 妊娠、出産等に関するハラスメント対策

⑤ 母性健康管理措置

（1）男女雇用機会均等法

（２）育児・介護休業法

① 育児休業（産後パパ育休を含む）

② 短時間勤務制度

③ 所定外労働の制限

④ 子の看護等休暇

⑤ 法定時間外労働、深夜業の制限

⑥ 柔軟な働き方を実現するための措置（R7.10.1～）

① 介護休業

② 短時間勤務制度等

③ 所定外労働の制限

④ 介護休暇

⑤ 法定時間外労働、深夜業の制限

⑥ 育児休業、介護休業等を理由とする不利益取扱いの禁止

⑦ 育児休業、介護休業等に関するハラスメント対策

⑧ 事業主が講ずべき措置（育児・介護休業等の周知、育児休業取得状況の公表など）

（３）労働施策総合推進法（パワーハラスメント関連）

① パワーハラスメント対策

育児のための制度 介護のための制度
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２ .派遣先への適用

① 労働者派遣の役務の提供を受ける者が

② その指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣に係る就業に関しては、

③ 当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、

④ 当該派遣労働者を雇用する事業主とみなして、

⑤ 男女雇用機会均等法／育児・介護休業法／労働施策総合推進法第〇条、第〇条…を適用する。

派遣法第47条の２／第４７条の３／第４７条の４

（1）根拠条文

要約

① 派遣先が

② 指揮命令する派遣労働者の就業に関しては

③ 派遣先も

④ 派遣労働者を雇用する「事業主」とみなして

⑤ 均等法／育児・介護休業法／労働施策総合推進法第〇条…を適用する。
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２ .派遣先への適用

① 妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止（第９条第３項）

② セクシュアルハラスメント対策（第１１条第１項・第2項、第１１条の２第２項・第3項）

③ 妊娠・出産等に関するハラスメント対策（第１１条の３第１項・第2項、第１１条の４第２項・第3項）

④ 妊娠中及び出産後の母性健康管理に関する措置（第１２条、第１３条第１項）

男女雇用機会均等法（派遣法第４７条の２）

（２）派遣先に適用されるもの

⑤ 育児休業、介護休業等を理由とする不利益取扱いの禁止（第１０条他）

⑥ 育児休業、介護休業等に関するハラスメント対策（第２５条、第２５条の２第２項・第3項）

育児・介護休業法（派遣法第４７条の３）

⑦ パワーハラスメント対策（第３０条の２第１項・第2項、第３０条の３第２項・第3項）

＜１＞ ３つのハラスメント対策 （ ②セクハラ＋③⑥マタハラ＋⑦パワハラ ）

＜２＞ 妊娠・出産、育児休業等を理由とする不利益取扱いの禁止 （ ①＋⑤ ）

＜３＞ 妊娠中及び出産後の母性健康管理に関する措置 （ ④ ）

まとめると

労働施策総合推進法（派遣法第４７条の４）

詳細はこちらのリーフレットをご覧ください。https://www.mhlw.go.jp/content/000852613.pdf
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３ .３つのハラスメント対策

◎各ハラスメントの定義等

セクハラ マタハラ パワハラ

根拠 男女雇用機会均等法第１１条
男女雇用機会均等法第１１条の３
育児・介護休業法第２５条

労働施策総合推進法第３０条の２

定義

職場において行われる労働者の
意に反する性的な言動に対する
労働者の対応により、その労働
者が労働条件について不利益を
受けたり、性的な言動により就
業環境が害されたりすること

職場において行われる上司・同僚か
らの言動（妊娠・出産したこと、育
児休業等の利用に関する言動）によ
り、妊娠・出産した女性労働者や育
児休業等を申出・取得した男女労働
者の就業環境が害されること

職場において行われる優越的な関
係を背景とした言動であって、業
務上必要かつ相当な範囲を超えた
ものにより、労働者の就業環境が
害されること

例
・性的な冗談を言う
・食事やデートに執拗に誘う
・必要なく身体に接触する

・妊娠を報告した部下に「他の人を
雇うので、早めに辞めてもらうしか
ない」と言う
・子の看護等休暇を度々利用する同
僚に対し「迷惑だ」と繰り返し言う

・人格を否定するような言動を行
う
・必要以上に長時間にわたる厳し
い□責を繰り返し行う
・気にいらない労働者に対して嫌
がらせのために仕事を与えない

記載した例は限定列挙ではありません。個別の状況等によって判断が異なることもあり得ます。
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３．３つのハラスメント対策

（行為者）別の派遣会社から派遣されている同僚

（ハラスメントの内容）食事に執拗に誘われたが断り続

けたところ、付きまとわれるようになった。

（派遣先の対応）身の危険を感じたため、派遣先と派遣

元に同僚との距離を離すよう求めたが、派遣先からは個

人間の問題と言われ、何も対応してもらえなかった。

（要望事項）行為者に厳重注意の上、別の部署にしてほ

しい。

セクシュアルハラスメント

３つのハラスメントの相談の例

（行為者）派遣先上司

（ハラスメントの内容）派遣元を通じて派遣先に妊娠を

報告したところ、「妊婦はいつ休むかわからない。」と

他の同僚の前で大声で責められた。

（派遣先の対応）派遣元を通じて派遣先に相談したが、

回答がない。

（要望事項）再度責められたり契約打ち切りになること

が心配なので、派遣先が上司を指導するよう労働局から

注意してほしい。

妊娠等ハラスメント（マタハラ）

（行為者）派遣先上司

（ハラスメントの内容）日常的に他の同僚もいる前で大

声で叱責され続け、メンタル不調で休職することとなっ

た。

（派遣先の対応）派遣先に相談したが、自分に無断で上

司や同僚へ事情聴取がされた上「パワハラはなかった」

と言われ、なんらの改善措置も取られなかった。その後

休職が続いたため、契約が打ち切られてしまった。

（要望事項）メンタル不調に陥ったのは派遣先が上司の

言動を放置したことが原因なので、休職期間中と退職後

一定期間の賃金相当額を補償してほしい。

パワーハラスメント

派遣先事業主として、

普段からやっておくべきこととは？

問題が発生した際にどのような対応をとるべきか？

次のページ以降をご覧ください。
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３ .３つのハラスメント対策

1. 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

① 職場におけるハラスメントの内容・ハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、管理監督者等を含む労働者に周知・啓発

すること。

② ハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理監督者を含む労働者に

周知・啓発すること。

2. 相談（苦情を含む）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

③ 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。

④ 相談窓口の担当者が、相談の内容や状況に応じて適切に対応できるようにすること。また、ハラスメントが発生するおそれのある場

合や、ハラスメントに該当するか否か微妙な場合なども含め、広く相談に対応すること。

3. 職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応

⑤ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。

⑥ 事実関係の確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。

⑦ 事実関係の確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。

⑧ 再発防止に向けた措置を講ずること。（ハラスメントの事実が確認できなかった場合も同様）

4. 1から3までの措置と併せて講ずべき措置

⑨ 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨を労働者に周知すること。

⑩ 事業主に相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由とした不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。

5. 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置

⑪ 業務体制の整備など、事業主や妊娠等した労働者その他の労働者の実情に応じ、必要な措置を講ずること。

事業主の義務（１０項目、マタハラは１１項目）

8



３ .３つのハラスメント対策

• 周知の例：事業主の方針等を記載したちらしの配布・掲示などで周知する例

「男女雇用機会均等法 育児・介護休業法のあらまし」（P18～）に、

就業規則への規定例や、ちらしの全体版を掲載していますのでご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000193221.html
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３．３つのハラスメント対策

行為者

別の派遣会社から派遣されている同僚

ハラスメントの内容

食事に執拗に誘われたが断り続けたところ、付きまとわ
れるようになった。

派遣先の対応

身の危険を感じたため、派遣先と派遣元に同僚との距離
を離すよう求めたが、派遣先からは個人間の問題と言わ
れ、何も対応してもらえなかった。

要望事項

行為者に厳重注意の上、別の部署にしてほしい。

セクシュアルハラスメント

相談への対応について

行為者

セクハラについては、事業主、上司、同僚に限らず、取
引先等の他の事業主又はその雇用する労働者、顧客等も
行為者になり得ます。
※マタハラ、パワハラはそれぞれ考え方が異なります

ハラスメントの内容

①食事への執拗な誘い、②付きまとい のいずれも、
「職場における性的な言動」に該当する可能性がありま
す。

派遣先の対応

上記2点から、職場におけるセクハラに関する相談と思わ
れるため、「個人間の問題」で片づけることは不適切。
7ページ④、⑤の措置を講じる必要があります。

要望事項

セクハラの事実が確認できた場合は、⑥被害者に対する
配慮の措置、⑦行為者に対する措置 を速やかに行う必
要があります。
また、事実が確認できなかった場合も含め、⑧再発防止
措置を講じる必要があります。

考え方
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３ .３つのハラスメント対策
～就活ハラスメント、カスタマーハラスメント対策～

東京労働局HPからダウンロードして

お使いいただけます。

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-

roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/kin

to2/_122144_00004.html

あかるい職場応援団HPからダウンロードしてお使い

いただけます。

https://www.no-

harassment.mhlw.go.jp/jinji/download/

※「あかるい職場応援団」HPでは、ハラスメント防止措置に関する

情報や資料を多数紹介しています。ぜひご活用ください！
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事業主は、妊娠・出産、育児休業等を理由として、解雇、雇止めなどの不利益取扱いを行ってはならない。

４ .妊娠・出産、育児休業等を理由とする不利益取扱いの禁止

例えば、こんなことを理由として

男女雇用機会均等法第９条第３項／育児・介護休業法第１０条他

（1）根拠条文

（２）具体的には

①妊娠した、出産した

②つわりや切迫流産で仕事を休んだ

③産前・産後休業を取得した

④母性健康管理措置を申し出た

⑤育児休業、介護休業を申し出た

⑥育児のために短時間勤務をしている

⑦家族の介護のために介護休暇を取得した

など

①解雇する

②退職を強要する

③契約の更新をしない、更新回数上限を引き下げる

④減給する

⑤降格させる

⑥不利益な査定、人事評価を行う

⑦不利益な配置の変更（人事異動）を行う

など

こんな取扱いをすることは禁止です

事業主として
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４ .妊娠・出産、育児・介護休業等を理由とする不利益取扱いの禁止

例えば

（３）派遣先への適用

① 派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと。

男女雇用機会均等法

妊娠した派遣労働者が、派遣契約に定められた役務の提供ができると認められるにもかかわらず、派遣

先が派遣元に対し、派遣労働者の交替を求めたり、派遣労働者の派遣を拒むこと。

育児・介護休業法

派遣労働者が派遣元に育児休業の取得を申し出た場合に、育児休業に入るまでは派遣契約に定められた

役務の提供ができると認められるにもかかわらず、派遣中の派遣労働者が育児休業の取得を申し出たこと

を理由に、派遣先が派遣元に対し、派遣労働者の交替を求めたり、派遣労働者の派遣を拒むこと。

② 就業環境を害すること。

例えば
業務に従事させない、専ら雑務に従事させること。
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① 事業主（派遣先）は、妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導・健康診査を受けるために必要な時間を確保できるように

しなければならない。

② 事業主（派遣先）は、妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導・健康診査により医師等から指導を受けた場合は、指導事

項を守ることができるよう、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。

（参考）母性健康管理措置について

男女雇用機会均等法第１２条／第１３条第１項

根拠条文

• 具体的な内容は母性健康管理措置に関する指針で定められています。

① 妊娠中の通勤緩和

→ 医師等の指導事項に応じて、時差通勤、勤務時間の短縮等の措置を講ずる。

② 妊娠中の休憩に関する措置

→ 医師等の指導事項に応じて、休憩時間の延長、休憩の回数の増加等の必要な措置を講ずる。

③ 妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置

→ 医師等の指導に応じて、作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の必要な措置を講ずる。

※指導事項が不明瞭な場合は、労働者本人を通じて、もしくは労働者の許可を得て、医師に指導事項の内容を確認し判断を求める等、

適切な対応を。
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（参考）母性健康管理措置事項連絡カード

母性健康管理措置全般はこちら

（母健指導カードの外国語版もあります）
母健指導カードの使用方法はこちら
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５ .派遣労働者の産休・育休

6週間 8週間 子が１歳に達するまで 延長も可能 再延長も可能

出産

産休 育休

１歳 １歳６か月 ２歳

産 休 育 休

名称 産前休業・産後休業 育児休業

期間
産前６週間（多胎妊娠の場合は１４週間）
産後８週間

原則、子が１歳に達するまで（保育所に入れない
場合等は１歳６か月まで延長可。さらに保育所に
入れない場合等は２歳まで再延長可）

対象
女性労働者
（アルバイト、派遣も含む全ての労働者）

男女労働者
（労使協定で入社１年未満の者を除外している場合あり）

根拠法 労働基準法 育児・介護休業法

不利益
取扱い

産休等を理由とする不利益取扱いは禁止！
（男女雇用機会均等法第9条第3項）

育休申出等を理由とする不利益取扱いは禁止！
（育児・介護休業法第１０条）

（1）産休と育休の違い

16



５ .派遣労働者の産休・育休

（２）お金のこと

産 休 育 休

賃金 賃金の支払いは義務ではない 賃金の支払いは義務ではない

社会保険料 手続きをすれば免除 手続きをすれば免除

雇用保険料 無給の場合、保険料は発生しない 無給の場合、保険料は発生しない

労災保険料 無給の場合、保険料は発生しない 無給の場合、保険料は発生しない

事業主

※ 産休・育休中の事業主の経済的負担はありません

産 休 育 休

社会保険料 手続きをすれば免除 手続きをすれば免除

雇用保険料 無給の場合、保険料は発生しない 無給の場合、保険料は発生しない

労災保険料 事業主が支払うもの 事業主が支払うもの

もらえる
お金

出産手当金（健康保険より）
出産日以前42日から出産日後５６日までの間、休業
１日につき賃金の３分の２相当額

育児休業給付（雇用保険より）
●180日目までは休業開始前の賃金の67％、それ以降
は50％。
※要件を満たすと「出生後休業支援給付」の支給有

労働者
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５ .派遣労働者の産休・育休

（３）派遣先がすべきこと・派遣元がすべきこと（まとめ）

≪派遣元≫
産休・育休が取得できる派遣労働

者については派遣元との雇用関係は
継続。

派遣先Ｂでもよい派遣先Ａ

妊娠中 産休 育休 復職

≪派遣先≫
産休に入るまで働くこ
とができるように！

18



６ .法改正の動きと最近の改正について

（１）フリーランス・事

業者間取引適正化等法

• フリーランスの方が安心して
働ける環境を整備するため、

①フリーランスと企業などの

発注事業者の間の取引の適正

化、②フリーランスの就業環

境の整備 を図るため、新た

に制定。（労働局は②を所

掌）

令和６年11月1日から

（３）育児・介護休業法（２）女性活躍推進法

• 常時雇用する労働者数
301人以上の企業につい

て、「男女の賃金の差

異」の公表が義務化。

• 「男女間賃金差異分析
ツール」を公開しました。

令和４年7月8日から

最新の情報は

こちら

改正のポイントは『改正 育児・介護休業法
等オンライン説明会』でご確認ください！
(東京労働局公式YouTubeチャンネル）

【主な改正のポイント】

・子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現す

るための措置の拡充

・育児休業の取得状況の公表義務の拡大や

次世代育成支援対策の推進・強化

・介護離職防止のための仕事と介護の両立

支援制度の強化等

令和７年４月１日から段階的に

動画

はこ

ちら

『お役立ち
ツール』に
掲載中

詳しくは

こちら
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派遣労働者と労働基準法等の
適用について

東京労働局 労働基準部 監督課

●説明内容●

1. 派遣先と労働基準法等の関係
2. 派遣先としての労務管理のポイント
3. 派遣先としての安全衛生管理のポイント

派遣先事業主・責任者研修会



派遣先と労働基準法等の関係

東京労働局労働基準部監督課



労働者派遣における労働基準法等の適用

派遣元 派遣先

派遣労働者

労働者派遣契約

指揮命令労働契約

人事労務管理
上の権限

東京労働局労働基準部監督課



適用条項 派遣元 派遣先

労働条件の明示（１５条） 〇

解雇（１９条、２０条、２１条） 〇

賃金、休業手当（２４条、２６条） 〇

労働時間（３２条、３６条） 〇

※ただし、３６協定の締結・届出については・・・ 〇

年次有給休暇（３９条） 〇

就業規則（８９条） 〇

罰則（１１７条～１２０条）、両罰規定（１２１条） 〇 〇

労働基準法については、原則として派遣元事業主が責任を
負うが、派遣先が責任を負う事項もある

東京労働局労働基準部監督課



派遣先としての労務管理のポイント

東京労働局労働基準部監督課



派遣元が定めた
枠組みを理解

派遣労働者の
労働時間等を
適正に管理・把握

枠組みの定め

労使（36）協定、就業規
則の締結と労基署へ届
け出

派遣元 派遣先

労働時間

派遣法

東京労働局労働基準部監督課



労働時間等の適正な把握

労働時間とは？

使用者の指揮命令下に置かれている時間

使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務
に従事する時間

通達 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」

東京労働局労働基準部監督課



労働時間・休日・休憩の原則

労働時間： 8時間/日、40時間/週
※ 44時間/週の例外あり

休日： 少なくとも、1週間に1日、4週間に4日付与

休憩： 勤務時間の途中に以下の休憩を付与

1日の労働時間が

• 6時間を超える場合は、45分以上

• 8時間を超える場合は、60分以上

労基法第32条・34・35条

東京労働局労働基準部監督課



始業・終業時刻の確認・記録の方法（１）

労働者の労働日毎の始業・ 終業時刻を確認し、
記録

（原則）

使用者が自ら現認

または

タイムカード等の客観的な記録
ＩＣカード

通達 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」

東京労働局労働基準部監督課



始業・終業時刻の確認・記録の方法（2）

（例外：自己申告制）

① 適正な自己申告等について十分な説明

② 実態調査、所要の労働時間の補正

③ 自己申告できる時間数の上限設定等の
禁止

通達 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」

東京労働局労働基準部監督課



36協定（時間外・休日労働に関する協定）

派遣労働者に時間外・休日労働を行わせるに
は、派遣元での３６協定（時間外・休日労働に関す

る協定）が必要

派遣元での３６協定の内容の把握

時間外労働等を行わせる場合には、その範
囲内にとどめる

労基法第36条

東京労働局労働基準部監督課





建設事業

災害時における復旧及び復興の事
業を除き、上限規制がすべて適用さ
れます。
災害時における復旧及び復興の事

業には、時間外労働と休日労働の合
計について、月100時間未満、２～
６ヶ月平均80時間以内とする規制は
適用されません

【原則】
・様式9号
・様式9号の２
【災害復旧及び復興】
・様式第9号の3の2
・様式第9号の3の3

自動車運転者

特別条項付き36協定を締結する場
合の年間の時間外労働の上限が年960
時間となります。
時間外労働と休日労働の合計につ

いて、月100時間未満、２～6ヶ月平
均80時間以内とする規制が適用され
ません。
時間外労働が月45時間を超えるこ

とができるのは年６ヶ月までとする
規制は適用されません。

様式第9号の3の4
様式第9号の3の5

新技術・新商品等の
研究開発業務

医師の面接指導、代替休暇の付
与等の健康確保措置を設けた上
で、時間外労働の上限規制は適
用しません。

様式9号の３

令和６年度適用開始業務等及び除外業務



派遣労働者の就業条件
を十分に把握し指揮命
令

派遣元 派遣先

労働者派遣契約書

労働契約の締結
労働条件の明示

就業条件の明示
無期労働契約への転換
雇止めの予告
契約期間の配慮

派遣法

労働契約書

労契法、特措法

労働条件の明示



業務内容、就業場所、派遣期間、就業日・時
間

指揮命令者

苦情の処理の申出先

（派遣元と派遣先のそれぞれ）

期間制限抵触日

時間外労働・休日労働に関する事項

労働者派遣
契約書

派遣労働者の就業条件の把握

東京労働局労働基準部監督課



労働条件の明示（令和６年４月～）



東京労働局労働基準部監督課
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有給休暇の取得が抑
制されることのないよ
う配慮

• 原則、請求された日に
付与

• または、時季変更権
の判断または、代替
労働者の派遣を派遣
元に依頼

請求された日に付与

代替労働者の派遣

「時季変更権」行使の
判断

派遣元 派遣先

年次有給休暇

労基法第39条東京労働局労働基準部監督課



そもそも、①の希望申出がしにくい
という状況がありました。

我が国の年休取得率：49.4%

（平成29年就労条件総合調査）

労働者 使用者

労働者の申出による取得（原則）

｢○月×日に休
みます」

労働者が使用者に
取得時季を申出

使用者の時季指定による取得（新設）

使用者が労働者に
取得時季の意見を聴取

労働者の意見を尊重し
使用者が取得時季を指定

｢○月×日に休ん
でください」

労働者 使用者

４/１
入社

１０/１ ４/１

10日付与
（基準日）

１０/１～翌９/３０までの１年間に５

日取得時季を指定しなければなら
ない。

９/３０

（例）４/１入社
の場合

年次有給休暇が年10日以上付与される労働者（管理監督者を含む）に対して、そのうちの年５日につい
て使用者が時季を指定して取得させることを義務づけ。

年次有給休暇の時季指定義務
年５日の年次有給休暇を取得させることを企業に義務づけ



労働者が自ら５日取得した場合 ⇒ 使用者の時季指定は不
要

労働者が自ら３日取得＋計画的付
与２日の場合

⇒ 使用者の時季指定は不
要

労働者が自ら３日取得した場合 ⇒ 使用者は２日を時季指定

計画的付与で２日取得した場合 ⇒ 使用者は３日を時季指定

年次有給休暇の時季指定義務のポイント

対象者は、年次有給休暇が年10日以上付与される労働者（管理監督者を含む）

労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日（基準日）から１年以内に５日について、
使用者が取得時季を指定して与える

労働者が自ら申し出て取得した日数や、計画的付与で取得した日数については、
５日から控除することができる

時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めな
ければならない

労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、３年間保存

東京労働局労働基準部監督課



就労拒否を行う際の
配慮

解雇するかどうかの判
断及び解雇

解雇予告手当の支払

派遣元 派遣先

解雇

東京労働局労働基準部監督課



【就労拒否を行う際の配慮】

a. 派遣元の合意 ＋ 相当の猶予をもって申し入れる

b. 新たな就業機会を確保する

（例）派遣先の関連会社での就業を斡旋する等

c. bが不可能な場合は、派遣元に生じた損害の賠償

通達：派遣先が講ずべき措置に関する指針

東京労働局労働基準部監督課



派遣先としての安全衛生管理のポイント

東京労働局労働基準部監督課



特殊健康診断

作業内容変更時の安全衛
生教育

特別教育

安全衛生管理体制に関す
る措置

一般健康診断
（雇入れ時、定期、深夜）

雇入れ時の安全衛生教育

作業内容変更時の安全衛
生教育

衛生管理体制に関する措置

派遣元 派遣先

安全衛生に関する責任分担

東京労働局労働基準部監督課



総括安全衛生管理者

安全管理者

衛生管理者

産業医

安全衛生委員会 等

総括安全衛生管理者

衛生管理者

産業医

衛生委員会 等

派遣元 派遣先

安全衛生管理体制

派遣労働者数を含めて算出した常時使用する労働者数に応じ
て選任・設置

東京労働局労働基準部監督課



・派遣元・派遣先双方の事業場がそれぞれ所
轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告を提
出する必要がある。

・派遣先が「労働者死傷病報告」の作成

派遣先事業場を所轄する労働基準監督署
に提出

その写しを派遣元に送付
派遣法施行規則第42条

派遣労働者が労働災害に被災した場合

東京労働局労働基準部監督課



その他の労働基準法・労働安全衛生法の

条文と派遣元・派遣先の責任分担の詳細は，

配布資料をご覧ください。

また、本日のご説明内容にご質問などが

あれば、東京労働局監督課（03-3512-1612）

あてご連絡ください。

東京労働局労働基準部監督課









































派遣労働者を適正に受け入れるために

派遣先用 令和７年度改訂版

《派遣先の受入れルールをご存じですか？》

【主な説明内容】

○派遣労働者の受入に係る規制について

○派遣労働者の受入れの流れと注意事項等について

○請負や出向に偽装した派遣について

参考資料：労働者派遣事業を適正に実施するために
－許可・更新等手続マニュアル－

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099161.html

1



港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院等における医

療関係業務に派遣を受け入れることはできません。

労働者派遣を行えない業務

離職後１年以内の労働者派遣の禁止

派遣先を離職した労働者を、離職後１年間は派遣労働者

として受け入れることはできません（60歳以上の定年退職

者は除く）。派遣先は、派遣労働者が離職後１年以内であ

るときは、書面等によりその旨を派遣元事業主に通知しな

ければなりません。

許可・更新等手続マニュアルＰ7～8参照

許可・更新等手続マニュアルＰ65参照

2



労働者派遣は、派遣先に派遣労働者を「雇用させること
を約してするものではない」ため、事前面接等を行って、
派遣就業の開始前に、派遣労働者を特定しようとすること
は禁止されています。

事前面接など

派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止

許可・更新等手続マニュアルＰ67～68参照
3



派遣先に職場見学に行ったら、自分の履歴書
やスキルシートが勝手に渡されていた。これは
事前選考、個人情報漏えいではないか。

派遣元から指示されて派遣先に職場見学
に行ったら、過去の職歴や経験を質問され、
翌日に派遣元から派遣先から断られたた
め今回は見送ることとなったといわれた。こ
れは事前面接ではないか。

苦情事例から見る特定目的行為苦情事例から見る特定目的行為

4



派遣受入期間の制限①派遣受入期間の制限①

同一の派遣先の事業所において、労働者派遣の受入れを行うことができる
期間は、原則、３年が限度となります。

派遣先が３年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組
合等からの意見を聴く必要があります（１回の意見聴取で延長できる期間は
３年まで）

例

派遣先事業所単位の期間制限（常用代替の防止）

！！以下の方は、例外として期間制限の対象外となります。
・派遣元で無期雇用されている派遣労働者 ・60歳以上の派遣労働者 など

○○
支店

３年

受
入
開
始

３年過
半
数
労
働
組
合
等
へ
の

意
見
聴
取

＊3年間の途中で他の労働者派遣を開始したり、派遣労働者が交代しても期間制限の抵触
日は変わりません。

許可・更新等手続マニュアルＰ62～64参照 5



期間制限延長時の
意見聴取手続きの留意事項

○ 抵触日の1カ月前までに過半数労働組合等から意見聴取することが必要。派
遣先は、その際十分な考慮期間を設けること。

○ 異議への誠実な対処

・過半数労働組合等から異議があった場合には、対応方針等の説明が必要。そ
の際には、意見を十分に尊重するように努めること。

・異議があって延長した後、再延長のための意見聴取の時にも異議があった場
合には、延長の中止、派遣労働者数の削減等について検討の上、より一層丁
寧に説明しなければならないこと。

＊ 以下のケースは違法であり、労働契約申込みみなし制度の対象。

・過半数代表者が管理監督者であった場合

・派遣期間の延長手続きのための代表者選出であることを明示せずに選出され
た者から意見聴取を行った場合

・投票、挙手等の民主的な方法によらずに、使用者の指名等の非民主的方法
によって選出された者から意見聴取を行った場合

許可・更新等手続マニュアルＰ68～69参照
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同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位（※）
において受け入れることができる期間は、原則、３年が限度となります。
※ いわゆる「課」などを想定しています。

派遣労働者個人単位の期間制限（固定化の防止）

例

会計課

別の人の場合、
同じ課での受入れ○

！！以下の方は、例外として期間制限の対象外となります。
・派遣元で無期雇用されている派遣労働者 ・60歳以上の派遣労働者 など

人事課
１係 受

入
開
始

人事課
２係

同じ人について、
３年を超えて同じ課での

受入れは×

過
半
数
労
働
組
合
等
へ
の
意
見
聴
取
＊

別の人の場合、
同じ課での受入れ○

派遣受入期間の制限②

課が異なれば、
同じ人の受入れ○

３年

＊事業所単位の期間制限の延長手続きがなされた場合

Aさん

Aさん

Bさん

許可・更新等手続マニュアルＰ64参照 7



「事業所」と「組織単位」「事業所」と「組織単位」

工場、事務所、店舗等、場所的に他の事業所その他の場所から独立していること、

経営の単位として人事、経理、指導監督、労働の態様等においてある程度の独立

性を有すること、一定期間継続し、施設としての持続性を有すること等の観点から実

態に即して判断すること。 （「派遣先の講ずべき措置に関する指針」第2の14(1)）

「事業所」とは

課、グループ等の業務としての類似性や関連性がある組織であり、かつ、その組織

の長が業務の配分や労務管理上の指揮監督権限を有するものであって、派遣先に

おける組織の最小単位よりも一般に大きな単位を想定しており、名称にとらわれる

ことなく実態により判断すべきものであること。ただし、小規模の事業所等において

は、組織単位と組織の最小単位が一致する場合もあることに留意すること。 （「派

遣先の講ずべき措置に関する指針」第2の14(2)）

「組織単位」とは
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派
遣
先
か
ら
の
就
業
条
件
等
の
オ
フ
ァ
ー

派
遣
労
働
者
で
あ
る
こ
と
の
明
示
、

雇
用
契
約
締
結

・
派
遣
元
へ
事
業
所
単
位
の
抵
触
日
の
通
知
（
注
１
）

・
比
較
対
象
労
働
者
の
待
遇
等
に
関
す
る

情
報
提
供
（
注
２
）

派
遣
契
約
（
個
別
契
約
）
の
締
結

派
遣
先
責
任
者
の
選
任

派
遣
労
働
者
へ
の
就
業
条
件
明
示
、

派
遣
料
金
額
の
明
示
、
派
遣
先
へ
の
通
知

(注１)無期雇用労働者及び60歳以上の労働者に限定した場合は不要。
(注２)派遣契約で派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定する場合は教育訓練と福

利厚生施設（給食施設・休憩室・更衣室）の情報を提供。

派
遣
就
業
の
開
始
・
派
遣
契
約
と
法
令
遵
守

適
正
な
派
遣
就
業
の
確
保

派
遣
先
管
理
台
帳
の
作
成

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
支
援

＊
労
働
契
約
申
込
み
み
な
し
制
度

均衡待遇推進

労働者派遣の大まかな流れ労働者派遣の大まかな流れ
①

②

③
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項目 事案の概要

契約未締結 最初の契約期間終了後も新たに派遣契約を締結せず派遣を行っていた。

派遣人数 派遣人数が不確定であった（〇人～〇人など）。○人と定めながら実態は日々、
変更されていた。

就業日、就業時
間

「派遣先カレンダーによる」としながら派遣先カレンダーが添付されていない。「シ
フト制」としながら派遣契約期間中のシフト表が添付されていない。実際の就業
日・就業時間が契約と大きく異なっていた。

時間外、休日出
勤

36協定に定めた1日当たりの時間外労働限度時間を記載していない。
＊36協定を超える時間外労働をさせている場合は派遣先の違反となる。

中途解除の際の
雇用の安定措置

中途解除に伴う休業手当相当額、解雇予告手当相当額の賠償が明記されていな
い。

労働者を直接雇
用する際の紛争
防止措置

当該事項が契約に定められていない。

責任の程度・派
遣労働者を協定
対象派遣労働者
に限定するか否
か

当該事項が個別契約に定められていない。
＊令和２年4月1日に施行の改正労働者派遣法によりに新たに定めることが必要
とされた項目のため定められていないケースがある。

派遣契約についての指導事例派遣契約についての指導事例
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派遣先の様式例①派遣先の様式例①

 派遣労働者の氏名 性　別

 派遣元事業主の名称

　愛知労働局株式会社

 派遣元事業主の事業所の名称及び所在地

　(名称) (所在地) (電話)

　愛知労働局株式会社 名古屋市中区栄00-00-00 (052)000-0000

 派遣先の事業所の名称及び所在地

　株式会社ハローワーク名古屋支社 名古屋市中村区〇－○－○番地

 就業場所

 (名称) 

 (部署) 

 派遣労働者の雇用期間  60歳以上か否かの別

　無期雇用 ・ 有期雇用 □ 60歳以上 ☑ 60歳未満

 協定対象派遣労働者であるか否かの別

　□協定対象派遣労働者　　☑協定対象派遣労働者ではない（派遣先均等・均衡方式）

 業務内容

　情報機器の部品の製造を行う業務

 業務に伴う責任の程度

 派遣期間  就業日

 製造業務専門派遣先責任者 (注)製造業務でない場合は、通常の「派遣先責任者」とすること

(役職) (氏名) (電話)

 製造業務専門派遣元責任者 (注)製造業務でない場合は、通常の「派遣元責任者」とすること

(役職) (氏名) (電話)

 　

　令和２年4月1日から令和３年3月31日まで  月～金(祝日、年末年始12/29～1/3、夏季休業8/13～8/16を除く。)

(部署)

(部署)

派遣事業部  コーディネーター  ▼▼▼▼  (052)000-0000

（0565）00-0000 　情報機器課

(注)できる限り詳細に記載。なお、日雇派遣の例外業務にあたる場合は、号番号を記載　【記載例（第●号業務）】

☑付与される権限あり：副リーダー
（部下２名リーダー不在時の間における緊急対応が週１回程度有）

　□付与される権限なし
  

(電話) 

(注）派遣先ｶﾚﾝﾀﾞｰによる場合は「別添ｶﾚﾝﾀﾞｰによる」と記載しｶﾚﾝﾀﾞｰを添付

派 遣 先 管 理 台 帳

■■　■■ 男  ・  女

 組織単位
株式会社ハローワーク　名古屋支社　豊田工場 (所在地) 豊田市西町〇－○－○番地

製造部情報機器課  情報機器課長  ★★★★ (052)000-0000内線000

製造部 情報機器課 部品製造係

 就業状況 別添タイムシートのとおり

　　

 社会保険・雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無

 健康保険　有　・　無 厚生年金保険　有　・　無 雇用保険　有　・　無

(注)労働・社会保険の取得届の提出が「無」の場合、具体的な理由を記載すること。

 派遣労働者からの苦情処理状況

(申出を受けた日）　 （苦情内容、処理状況）

 教育訓練を行った日時及び内容

(教育訓練実施日) (教育訓練内容)

 紹介予定派遣に関する事項及び派遣可能期間の制限を受けない業務に係る労働者派遣に関する事項

 (注）労働者派遣事業業務取扱要領 第7の12(2)ﾊ⑬及び⑯参照（該当する場合に記載すること）

【労働者派遣終了後３年間保存】

無の理由：書類準備中、○月○日届出予定  無の理由：書類準備中、○月○日届出予定  無の理由：書類準備中、○月○日届出予定

(注)タイムシートには、派遣労働者の氏名、派遣就業をした日、始業及び終業した実際の時刻、休憩した時間、派遣就業をした事業所の
名称等（名称、所在地、組織単位及び部署）、従事した業務の種類を記載すること。

　○○○○・・・についての研修を実施9時～12時

　　　また、手続前であったため「無」と記載していた場合は、
派遣元の手続終了後、事実確認のうえ、すみやかに「有」に書き換えること。

　例） 育児休業代替要員としての業務、休業する労働者○○○○、業務内容○○、休業開始○年○月○日、終了予定日○年○月○日
等

 備考

　派遣元責任者より、派遣労働者から社員食堂の利用について便宜が図られていない旨の苦情
の申出があったことの連絡を受ける。
　事実確認を行い、本日より利用可能とする措置を行い、その旨を派遣労働者に対し説明。事
案解決。

令和2年4月4日

令和2年4月1日

R0204



派遣先の様式例②派遣先の様式例②

(注)派遣先は1ヶ月ごとに１回以上、派遣元事業主へ通知すること

愛知労働局株式会社　御中

株式会社ハローワーク名古屋支社

名古屋市中村区〇－○－○番地

【派遣労働者氏名】  【従事した業務の種類（内容）】　

　情報機器の部品の製造を行う業務

【派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度】

【派遣就業した場所】      

豊田市西区○－○－○番地

開始時間 終了時間 休憩時間

1 月 ９：００ １８：００ ６０分

2 火 ９：００ １９：０１ ６０分

3 水 ９：００ １８：００ ６０分

4 木 ９：００ １８：０２ ６０分

5 金 ９：００ １９：３３ ６０分

6 土

7 日

8 月 ９：００ １８：００ ６０分

9 火 ９：００ １９：４５ ６０分

10 水 ９：００ １８：００ ６０分

11 木 ９：００ ２０：０２ ６０分

12 金 ９：００ １８：００ ６０分

13 土

14 日

15 月 ９：００ １８：３０ ６０分

タイムシート（就業状況報告書）

令和2年4月分

　■　　■　　■　　■

 変更した就業場所、業務内容、業務に伴う責任

　※変更があれば正しく記入してください。

　副リーダー（　部下2名 リーダー不在時の間における
緊急対応が週1回　）

日付 曜日

 株式会社ハローワーク名古屋支社　豊田工場（名 　称）

（所在地）

※実際の時間を記入してください。

【組織単位】  情報機器課



はけ

• 名目上、請負や出向、委任などの契約を締結す
るが、実態として労働者派遣事業又は労働者供
給事業を行うことを、「偽装請負」と呼んでいます。

• 労働者を派遣していた事業者のみならず、その事
業者から労働者を受入れていた者も指導対象と
なります。

• 労働者供給事業者からの受入であれば職業安定
法44条違反で1年以下の懲役又は100万円以下
の罰金が科せられます。

偽装請負＝実態として労働者派遣
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はけ

• 判断基準は、「労働者派遣事業と請負により行わ
れる事業との区分に関する基準」（昭和61年労働
省告示第37号）です。

• 就労の実態を調査したうえで、上記基準への該
当性を総合的に判断します。

• 一般には、受託者が発注者からの指揮命令や指
示を受けることなく、自ら独立して受託事業を遂
行・完成できれば、適正な請負を事業として行っ
ていると判断されます。

なにを「偽装請負」とするか
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請
負

業
者

発
注
者

労
働
者

請負
契約

雇用・
指揮
命令

派
遣
元

派遣
契約

派
遣
先

雇用 指揮命令

労
働
者

請負契約においては、労働者派遣のように労働者への指揮
命令は発生しません。契約名称の如何にかかわらず、就労
の実態により労働者派遣であるか否か判断されます。

「請負」と「労働者派遣」の違い
労働者派遣請 負
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はけ

・ システム開発の請負契約において、実際には受

託者の労働者が発注者から直接指示を受けなが

ら開発作業に従事していた事案。

• 窓口事務の請負契約で、苦情や疑義が発生する
都度、受託者の労働者が発注者の指示を仰いで
いた事案。また、顧客から苦情を受けた受託者
の労働者について、発注者が労働者の配置転換
を要求していた事案。

• イベント運営などで、契約書（仕様書）のみでは
業務遂行に必要な情報が得られず、独立して請
負契約を処理していると認められない事案 。

典型的な「偽装請負」の例
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多重派遣の構造

B社

C社

（エンド
ユーザー）

派遣・請負・出
向・制作協力

労働者

指揮命令

A社
派遣・請負・出
向・制作協力

雇 用

実際の事案では、A社、B社の位置に複数の事業主が存在し、連鎖

的・重層的に多数の違反事業者が見つかる例が多い。また、各社間
の契約の名称は様々であるが、請負や出向に偽装する例が多い。

指揮命令 （支配従属）
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• 多重派遣の調査事案においては、労働者を最終的に受
入れていた会社が、雇用主や請負（派遣）契約の詳細を
把握していないケースが多く見受けられますが、当該事
実を認知していない場合であっても、派遣労働者受入に
おいて必要な手続きを履行していなかったとして、行政
指導の対象となる場合があります。

• 派遣元事業主は、氏名以外の個人情報をマスキングし、
労働・社会保険に加入を証明するもの（被保険者証の写
しなど）を派遣先に提示することとなっています。この提
示により派遣元の社員であることを確認してください。

多重派遣に巻き込まれないために
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• 派遣先には派遣契約に反しないよう、必要な措
置を講ずる義務があります。

• そのために派遣先責任者を選任して、指揮命令
者への派遣契約の内容の周知、苦情処理、派遣
元との連絡調整、派遣先管理台帳の作成などを
行う必要があります。

• 派遣労働者の業務内容、就業時間、所属する組
織単位が締結した派遣契約の通りであるか、巡
回等により定期的に確認してください。

（最後に）

派遣先における適正就業の確保
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